
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

地
方
独
立
行
政
法
人
奈
良
県
立
病
院
機
構
の
成
立
の
時
（
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
予
定
）
に
お
い
て
、

当
該
地
方
独
立
行
政
法
人
奈
良
県
立
病
院
機
構
が
次
の
権
利
及
び
義
務
を
承
継
し
ま
す
の
で
、
異
議
の

あ
る
債
権
者
は
、
こ
の
公
告
の
日
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
そ
の
旨
を
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
地
方
独
立
行
政
法
人
奈
良
県
立
病
院
機
構
の
成
立
の
日
現
在
に
お
け
る
当
該
地
方
独
立
行
政

法
人
奈
良
県
立
病
院
機
構
の
資
産
及
び
負
債
の
見
込
み
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
は
、
奈
良
県
医
療
政
策

部
県
立
病
院
法
人
化
準
備
室
に
お
い
て
債
権
者
の
閲
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
四
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

一

承
継
す
る
権
利

１

奈
良
県
立
奈
良
病
院
及
び
奈
良
県
立
三
室
病
院
の
業
務
に
関
し
県
が
有
す
る
権
利
（
奈
良
県
立

奈
良
病
院
及
び
奈
良
県
立
三
室
病
院
の
土
地
に
係
る
所
有
権
を
除
く
。
）

２

奈
良
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
医
療
部
門
の
業
務
に
関
し
県
が
有
す
る
建
物

及
び
物
品
の
所
有
権

二

承
継
す
る
義
務

１

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
現
在
の
奈
良
県
立
奈
良
病
院
及
び
奈
良
県
立
三
室
病
院
の
業
務

に
関
し
県
が
有
す
る
債
務

２

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
現
在
の
奈
良
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
医
療

部
門
の
業
務
に
関
し
県
が
有
す
る
債
務
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